
観光振興事業費補助金 (公共交通利用環境の革新等事業)
【補助要件】 観光庁が指定する市区町村に係る観光地に至るまでの交通サービスであって、国際観光振興法に基づく指定区間に

係るもの又は指定区間内の駅・ターミナル等と接続する港を起点又は終点とする航路を含む旅客船
【補助率】 １／２ (必須メニュー①～④を全て実施する場合） （１／３：必須メニュー①～④のうち実施済がある場合）

（メニュー⑤～⑦は①～④を全て実施済みの場合のみ利用可能)

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金（交通サービスインバウンド対応支援事業）
【補助率】 １／３ (多言語拡声装置、非常用電源装置、情報端末電源供給機器は、１／２)

＜補助対象事業者(共通)＞ 一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者等

①多言語対応（新規） ②無料Wi-Fiサービス ③トイレの洋式化

【洋式トイレ】

④キャッシュレス決済対応（新規）

【多機能トイレ】 【QRコード】 【クレジットカード】

Ｈ３０までの案内標識・放送、
ＨＰ、タブレットに加え追加

【多言語翻訳機器】 【多言語拡声装置】

⑤非常時の充電環境確保（新規）

【非常用電源装置】 【情報端末への電源供給機器】

⑥大きな荷物を持ったインバウンド旅客のための機能向上

旅客船の移動等円滑化(新規)

(中長距離航路に限る。)

⑦移動そのものを楽しむ取組(新規)

(訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金のみのメニュー)(訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金のみのメニュー)

Ｈ３０までのＩＣカード、企画
乗船券等に加え追加

船内座席の個室寝台化

【サイクルシップ】

補助メニュー(共通)

【多言語案内放送】
(スマホアプリ活用)

【ボーディングブリッジ】 【エレベーター】 【スロープ】

【客席】 【タラップ】

大型手荷物スペースの設置

【コインロッカー】

訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する補助制度の概要

【無料Wi-Fi】

【船内座席の個室寝台化】

Ｈ３１より、補助対象事業者
に、旅客不定期航路事業者
を追加


